
○川西まちなかテラス条例施行規則 

 

令和８年４月１３日 

規則第１－１号 

   

 （目的） 

第１条 この規則は、川西まちなかテラス条例（（令和７年条例第１６号。以下（ 条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （使用の承認） 

第２条 条例第５条第１項の規定により川西まちなかテラス（（以下（ まちなかテラス」

という。）の使用の承認を受けようとする者（（以下（ 申請者」という。）は、原則と

して、使用しようとする日の３月前から当日までに、川西まちなかテラス使用承認

申請書（（別記様式第１号。以下（ 承認申請書」という。）を町長に提出しなければな

らない。 

２ 申請者は、川西町公共施設予約システムの利用に関する規則（（令和５年規則第１

５号。以下（ 予約システム」という。）に基づき、オンラインにより申請することが

できる。 

３ 承認申請書による申請とオンラインによる申請が重複した場合、町長は、オンラ

インにより申請のあったものを優先して処理するものとする。 

４ 町長は、まちなかテラスの使用を承認したときは、川西まちなかテラス使用承認

書（（別記様式第２号。以下（ 使用承認書」という。）を申請者に交付するものとする。

なお、オンライン申請の場合は、予約システムの規定に基づき承認を行うものとす

る。 

 （使用の取消し） 

第３条 使用の承認を受けた者（（以下（ 使用者」という。）が自己の都合によりまちな

かテラスの使用の取消しをしようとするときは、川西まちなかテラス使用取消申請

書（（別記様式第３号）に使用承認書を添えて、速やかに町長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、オンラインによる使用の取消しについて準用する。 

 （休館日） 

第４条 まちなかテラスの休館日は、年末年始（（１２月２９日から翌年１月３日まで）

とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館

し、若しくは休館することができる。この場合において、町長は、あらかじめその

旨を掲示しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第５条 条例第１２条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、川西まちな

かテラス使用料減額（ 免除申請書（（別記様式第４号）を承認申請書と同時に町長に

提出しなければならない。 



２ オンラインによる申請の場合は、事前に予約システムによる登録手続きを経て申

請するものとする。 

 （使用料の還付） 

第６条 条例第１３条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、川

西まちなかテラス使用料還付申請書（（別記様式第５号）を、当該理由が生じた後速

やかに町長に提出しなければならない。 

 （使用者の遵守事項） 

第７条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 使用に先立って係員の指示を受けること。 

⑵ むやみに使用承認以外の場所に立ち入らないこと。 

⑶ 器具又は用具等を使用しようとするときは、係員の承認を受けてから搬出し、

使用後は直ちに所定の場所に返納すること。 

⑷ 使用後は、清掃及び場内の整理を行い、戸締まりをして係員の点検を受けるこ

と。 

⑸ 承認を受けずに施設内で物品の販売をしないこと。 

⑹ 所定の場所以外で火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 

⑺ 承認を受けずに張り紙、釘打ち等をしないこと。 

⑻ 騒音、放歌、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。 

⑼ 施設内を不潔にしないこと。 

⑽ 事故防止に努め、秩序を保持すること。 

⑾ 前各号に掲げる事項のほか、町長の指示する事項。 

 （き損滅失の届出） 

第８条 使用者は、建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、川西まちなか

テラスき損滅失届（別記様式第６号）により、町長に届け出なければならない。 

 （読替規定） 

第９条 指定管理者が条例第１５条に規定する業務を行う場合は、次に定めるところ

による。 

 ⑴ 第２条（（見出しを含む。）中（ 使用」とあるのは（ 利用」と、 使用承認申請書」

とあるのは（ 利用承認申請書」と、 町長」とあるのは（ 指定管理者」と、 使用

承認書」とあるのは 利用承認書」と読み替えるものとする。 

 ⑵ 第３条（（見出しを含む。）中（ 使用」とあるのは（ 利用」と、（ 使用者」とある

のは（ 利用者」と、（ 使用取消」とあるのは（ 利用取消」と、 使用承認書」とあ

るのは（ 利用承認書」と、 町長」とあるのは（ 指定管理者」と読み替えるものと

する。 

 ⑶ 第４条中 町長」とあるのは 指定管理者」と読み替えるものとする。 

 ⑷ 第５条及び第６条（（見出しを含む。）中（ 使用料」とあるのは（ 利用料」と、 町

長」とあるのは 指定管理者」と読み替えるものとする。 

 ⑸ 第７条（（見出しを含む。）中（ 使用者」とあるのは（ 利用者」と、 使用」とあ



るのは（ 利用」と、 使用承認」とあるのは（ 利用承認」と、 使用後」とあるの

は 利用後」と、 町長」とあるのは 指定管理者」と読み替えるものとする。 

 ⑹ 第８条中（ 使用者」とあるのは（ 利用者」と、 町長」とあるのは（ 指定管理者」

と読み替えるものとする。 

 ⑺ 別記様式第１号中（ 使用承認申請書」とあるのは（ 利用承認申請書」と、 使用」

とあるのは（ 利用」と、 使用期日」とあるのは（ 利用期日」と、 使用時間」と

あるのは 利用時間」と、 使用目的」とあるのは 利用目的」と、 使用人数」

とあるのは（ 利用人数」と、 使用場所等」とあるのは（ 利用場所等」と、 使用

料」とあるのは 利用料」と読み替えるものとする。 

 ⑻ 別記様式第２号中（ 使用承認書」とあるのは（ 利用承認書」と、（ 使用」とある

のは（ 利用」と、 使用期日」とあるのは（ 利用期日」と、 使用時間」とあるの

は（ 利用時間」と、 使用目的」とあるのは（ 利用目的」と、 使用人数」とある

のは（ 利用人数」と、 使用場所等」とあるのは（ 利用場所等」と、 使用料」と

あるのは 利用料」と読み替えるものとする。 

 ⑼ 別記様式第３号中（ 使用取消」とあるのは（ 利用取消」と、 使用」とあるのは

 利用」と、 使用期日」とあるのは（ 利用期日」と、 使用時間」とあるのは（ 利

用時間」と、 使用目的」とあるのは（ 利用目的」と、 使用人数」とあるのは（ 利

用人数」と、 使用場所等」とあるのは（ 利用場所等」と、 使用承認書」とある

のは 利用承認書」と読み替えるものとする。 

 ⑽ 別記様式第４号中（ 使用料」とあるのは（ 利用料」と、 使用期日」とあるのは

 利用期日」と、 使用時間」とあるのは（ 利用時間」と、 使用目的」とあるの

は（ 利用目的」と、 使用人数」とあるのは（ 利用人数」と、 使用場所等」とあ

るのは（ 利用場所等」と、 使用」とあるのは（ 利用」と読み替えるものとする。 

 ⑾ 別記様式第５号中（ 使用料」とあるのは（ 利用料」と、 使用期日」とあるのは

 利用期日」と、（ 使用時間」とあるのは（ 利用時間」と、 使用目的」とあるの

は（ 利用目的」と、 使用場所等」とあるのは（ 利用場所等」と読み替えるものと

する。 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、条例の施行の日から施行する。 

  



（別記様式第１号） 

 

川西まちなかテラス使用承認申請書 

 

年  月  日 

 

川西町長 殿 

 

                    

申請者 

住所： 

氏名（団体名）： 

代表者名（団体の場合）： 

電話番号： 

メールアドレス： 

 

川西まちなかテラスを使用したいため、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 使用期日    年  月  日（  ） 

２ 使用時間    時  分 ～  時  分 

３ 使用目的  

４ 使用人数       人 

５ 使用場所等 

（該当するものに✔を入

れること。） 

□ ホール 

□ Room１      □ Room２ 

□ Room３      □ Room４ 

□ シェアキッチン  □ ホワイエ 

□ まちの広場（東屋を含む） 

□ 芝生広場     □ イベント広場 

□ テラス及び駐車場 

□ 冷暖房料 

６ 使用料       円 

※使用料は川西まちなかテラス条例および同施行規則に

基づき算定した額 

７ その他特記事項  

 

  



（別記様式第２号） 

 

川西まちなかテラス使用承認書 

 

年  月  日 

 

申請者 

住所： 

氏名（団体名）： 殿 

 

川西町長 茂 木   晶    

 

過日申請のあった川西まちなかテラスの使用について、下記のとおり承認しま

す。 

 

記 

 

１ 使用期日    年  月  日（  ） 

２ 使用時間    時  分 ～  時  分 

３ 使用目的 使用承認申請書に記載のとおり 

４ 使用人数       人 

５ 使用場所等 

（該当するものに✔） 

□ ホール 

□ Room１      □ Room２ 

□ Room３      □ Room４ 

□ シェアキッチン  □ ホワイエ 

□ まちの広場（東屋を含む） 

□ 芝生広場     □ イベント広場 

□ テラス及び駐車場 

□ 冷暖房料 

６ 使用料       円 

※使用料は川西まちなかテラス条例および同施行規則に

基づき算定した額 

７ 備考  

 

  



（別記様式第３号） 

 

川西まちなかテラス使用取消申請書 

 

年  月  日 

 

川西町長 殿 

 

                    

                 申請者 

住所： 

氏名（団体名）： 

電話番号： 

 

過日承認を受けた川西まちなかテラスの使用について、下記のとおり取り消した

いので申請します。 

 

記 

 

１ 使用期日    年  月  日（  ） 

２ 使用時間    時  分 ～  時  分 

３ 使用目的  

４ 使用人数       人 

５ 使用場所等 

（該当するものに✔を入

れること。） 

□ ホール 

□ Room１      □ Room２ 

□ Room３      □ Room４ 

□ シェアキッチン  □ ホワイエ 

□ まちの広場（東屋を含む） 

□ 芝生広場     □ イベント広場 

□ テラス及び駐車場 

□ 冷暖房料 

６ 取消理由  

７ その他特記事項 （使用承認書を添付すること） 

 

  



（別記様式第４号） 
 

川西まちなかテラス使用料減額 免除申請書 
 

年  月  日 
 

川西町長 殿 
 

申請者 
住所： 
氏名（団体名）： 
電話番号： 

 
川西まちなかテラスの使用料について、下記のとおり減額 免除を申請します。 

 
記 

 
１ 使用期日    年  月  日（  ） 

２ 使用時間    時  分 ～  時  分 

３ 使用目的  

４ 使用人数       人 

５ 使用場所等 
（該当するものに✔を入
れること。） 

□ ホール 
□ Room１      □ Room２ 
□ Room３      □ Room４ 
□ シェアキッチン  □ ホワイエ 
□ まちの広場（東屋を含む） 
□ 芝生広場     □ イベント広場 
□ テラス及び駐車場 
□ 冷暖房料 

６ 使用料（減額 免除
前の額） 

      円 
※使用料は川西まちなかテラス条例および同施行規則に
基づき算定した額 

７ 減額 免除額       円 

８ 免除理由 
（該当するものに✔を入
れること。） 

□⑴ 国、県、町が主催し、若しくは共催して行う行事
及び事業（会議を含む。）に使用するため 免除 

□⑵ 川西町交流センター条例（平成２０年条例第２４
号）に規定する交流センターが使用するため 免除 

□⑶ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０
条に規定する社会教育関係団体が使用するため 免
除 

□⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５７
条第１項に規定する公共的団体等がその主たる目的
のために使用するため 免除 

□⑸ その他町長が特に必要があると認めたため １０
０分の５０ 

 



（記様式第５号） 

 

川西まちなかテラス使用料還付申請書 

 

年  月  日 

 

川西町長 殿 

 

                    

申請者 

住所： 

氏名（団体名）： 

電話番号： 

 

川西まちなかテラスの使用料について、下記のとおり還付を申請します。 

 

記 

 

１ 使用期日    年  月  日（  ） 

２ 使用時間    時  分 ～  時  分 

３ 使用目的  

４ 使用場所等 

（該当するものに✔を入

れること。） 

□ ホール 

□ Room１      □ Room２ 

□ Room３      □ Room４ 

□ シェアキッチン  □ ホワイエ 

□ まちの広場（東屋を含む） 

□ 芝生広場     □ イベント広場 

□ テラス及び駐車場 

□ 冷暖房料 

５ 使用料       円 

※使用料は川西まちなかテラス条例および同施行規則に

基づき算定した額 

６ 還付額       円 

７ 還付理由  

８ その他特記事項  

 

  



（別記様式第６号） 

 

川西まちなかテラスき損滅失届 

 

年  月  日 

 

川西町長 殿 

 

                    

使用者 

住所： 

氏名（団体名）： 

電話番号： 

 

川西まちなかテラス施行規則第８条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 発生日時    年  月  日（  ）  時頃 

２ 発生場所等 

（該当するものに✔を入

れること。） 

□ ホール 

□ Room１      □ Room２ 

□ Room３      □ Room４ 

□ シェアキッチン  □ ホワイエ 

□ まちの広場（東屋を含む） 

□ 芝生広場     □ イベント広場 

□ テラス及び駐車場 

□ 冷暖房料 

３ き損 滅失内容  

４ 原因  

５ その他参考事項

（写真等を添付するこ

と） 

 

 

 


